
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｆ５―００ その他の広告用具、表示具及び商品陳列用具 

 
D-CLASS4 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ５―０ 全 その他の広告用具、表示用具及び商品陳列用具 

Ｆ５－１２ 全 アドバルーン 
D-CLASS5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 

アドバルーン 商品販売用見本  
D-CLASS8 

定義 

○ 広告用具、表示用具及び商品陳列用具であって、下位に該当分類のないもの。 

○ アドバルーンを含む。 

○ 広告のための見本、模型、ディスプレイ用具を含む。ただし、商品の内容表示等、看板の機能を有するも

のはＦ５－１台に分類する。 

○ 広告用人形（着ぐるみを含む）は「広告用具及び表示用具（生物型）」Ｆ５－１０２へ。 

 

 

D-CLASS9 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

「塗材見本板」等はＬ６－１０１（建築用装飾板）に分類する。 

D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

F5-00 登録 967630 

陳列用食品見本 

F5-00 登録 993036 

試用品収納用容器 

Ｆ5-00  

登録 998759 

アドバルーン 

Ｆ5-00 

登録 806434 

広告用気球 


